
事 業 名 称 遠隔地に向けての「オンライン空き家塾」推進事業 

事業主体 名 特定非営利活動法人 岐阜空き家・相続共生ネット 

連 携 先 岐阜県 および同県内市町村、秋田県および同県内市町村 

対 象 地 域 全国 

事 業 概 要 遠隔地に向けての発信コンテンツを利用し所有者の意識向上を図る取組 

事業の特 徴 
遠隔地を意識したオンラインによる相談会や研修会に取り組み外部協力者と 

効率の高い取組を目指した。 

成 果 

・「オンライン空き家塾」の動画配信 

・３者通話(複数通話)のマニュアル及び事例 

・行政版「空き家相談士ちゃんぺら」改訂版 

成果の公表方法 

NPO法人岐阜空き家・相続共生ネットホームページ（pdf版） 

http://gifu-akiya.net/government/ 

YouTube配信（オンライン空き家塾） 

 

１．事業の背景と目的 

専門家との協力体制が構築できない小規模の市町村においては、初期対応相談において情報提供

(対策や助言)の提示に苦慮している実情がある。当 NPOは、平成３０年より行政空き家総合窓口へ

総合相談員（空き家相談士）を派遣し空き家所有者の悩みや心配事などの相談対応をしてきた。そ

の中で「空き家塾」を設立し NPO所属の各種専門家が相談者の出口対策の一端を担ってきた。昨年

度は、岐阜県羽島市と連携して「ファーストコンタクト強化事業」に取り組み、行政が単独で行っ

てきた空き家相談窓口に NPO相談員(空き家相談士)を派遣した。行政職員と NPO相談員がバディを

組んで、相談者との 3者（相談者・行政・相談員）相談を中心に、空き家相談(苦情も含む)への対

応と処理を共に行った。この事業では行政職員が NPO相談員と共に、自らも相談に参加することに

よるスキルアップを図り、庁内他部署や外部との連携を効率よく実行できる窓口体制を整備した。 

この取り組みを岐阜県内市町村担当者に認知してもらうために、担当者へのアンケート、ヒアリ

ングを実施し、昨年度「行政職員向け空き家相談士研修会」を開催した。多くの行政窓口で抱える

空き家総合相談や苦情、通報対応が人材や経験不足により停滞していることがわかった。また、遠

隔地に居住し無関心、無責任な空き家所有者に対するアプローチや対処に大変苦慮している姿も浮

かんできており、ファーストコンタクトの強化に加え従来行ってきた集客による空き家啓発セミナ

ーの開催や相談者を前に相対での相談は周知範囲が限られ、その上、コロナ禍においては開催が難

しいと考えた。 

本事業では、YouTube にて「オンライン空き家塾」を開設し、当法人ウェブサイト上での宣伝だ

けでなく、行政公式ウェブサイトのバナー広告を利用し、情報を配信することで、遠隔地の空き家

所有者へ空き家を放置することの問題意識を定着させることを目的に事業を実施した。 

Zoom等のツールを活用し、複数の専門家が参加することを想定した行政空き家担当職員向け研修

会を開催し、職員の相談対応レベルアップや総合相談員との相談連携、専門家との効率よい事業連

携を学び人材不足の解消を図った。 

３者通話では、相談者が NPO相談員と行政担当者と同時に相談が実施でき、遠方の市町村におい

ても相談事業が実施できるようになった。遠方市町村の担当者との通話や遠隔地の空き家所有者に

対する相談体制の強化や効率の良いネットワーク相談体制を図るため、３者通話の事例検証、ブラ

ッシュアップを行った。 

http://gifu-akiya.net/government/


２．事業の内容 

（１）事業の概要と手順 

交付決定（７月３１日）から事業終了までの間の事業の内容と手順を、以下のように進めた。 

図１ 事業実施工程 

 

図２ 事業取組展開 

 

 



事業の取組は 1-①②ABCD オンライン空き家塾の構築(コンテンツ部会)2-①②③ 遠隔地の空

き家所有者相談体制構築 3-①②（専門・行政検討部会） 3者通話事例検証とブラッシュアップ（行

政検討・専門部会）などの三つの取組に対して、オンライン空き家塾の周知を図るバナーの設置、

オンライン空き家塾「専門家動画」の撮影・編集作業を行うコンテンツ部会、前年度からの窓口対

応のスキルアップを図るべく総合相談への対応（ファーストコンタクト問診票活用）実態調査や検

証、また市町村研修会に向けてのアンケート作成・収集、遠隔地所有者への対応などを協議する専

門部会と行政窓口実態の情報交換に加え相談者等への周知や 3者通話相談会の実施などを行う行政

空き家担当職員が中心となった行政検討部会を設置し事業を行った。 

 

（２）事業の取組詳細 

１）遠方の空き家所有者(相談者)向け事業 

（オンライン空き家塾の構築） 

１.事業概要 

  従来行ってきた、集客による空き家啓発セミナーの開催や相談者を前に相対での相談を行うのは、

コロナ禍においては開催が難しいため、YouTube にて NPO法人のチャンネルを開設、「オンライン空

き家塾」をコンテンツとして作成し、行政公式ウェブサイトのバナー広告を利用し、情報を配信す

ることで、遠隔地の空き家所有者へ空き家を放置することの問題意識を定着させ、空き家について

考え相談する意識を向上させた。 

      写真１ YouTube「オンライン空き家塾」        写真２ 動画撮影現場 

      

 

 

２．事業の特徴 

  通常、研修会においては 1 名ないしは 2 名の講師が講演を行うことが多く、1 度の研修会で学べ

ることはそれほど多くない。しかし、オンライン空き家塾においては、さまざまな分野の専門家の

話を聞くことが出来る。また、約 15分のミニセミナーのため、時間のある時に見ることが出来、自

分が興味のある話題のみ視聴することも可能なため、通常のセミナーより多くの方に見てもらえる

可能性が高い。特に、遠方に居住している所有者にも空き家問題の啓発をするツールとしては効果

が高い。 

 

３．配信内容 

 知らないと損をする！？空き家のイロハ（宅地建物取引士） 

 ちょっと待て、その売り方では損をする 前後編（一級建築士） 

 成年後見制度の基礎 前後編（行政書士） 

 空き家と相続（行政書士） 



 解体が絡む空き家の売買について（公認不動産コンサルティングマスター） 

 終活は必要なの？人生 100年”もしもの備え”は他人事でしょうか(特定行政書士) 

 相続で戸籍謄本の束を何度も出す必要はない！法定相続情報証明制度とは？(司法書士) 

 空き家の解体工事の見積書って、どうなってるの？(解体業) 

 遺品整理でお困りの方へ！一般廃棄物の処分方法とは？(遺品整理士) 

 

 

２）市町村空き家担当者向け事業 

（市町村担当者オンライン研修会） 

１.事業概要 

  オンラインを使った市町村研修会を実施（Zoom 使用）し、昨年度事業の課題解決に向けての専門 

 家招聘による対談やコロナ禍での「遠隔地の所有者対策」オンライン化を進めていく一つのツール 

 の模索や今後の広域市町村連携を見据えた「遠隔地に向けての発信・相談会」を事業化するための 

 研修会を実施した。 

２．研修内容 

①昨年度事業からの継続案件や今年度新たに行政検討部会で発言があった市町村が抱える課題に

ついて、主に「行政の関与と専門家の連携について」を（一社）大阪府不動産コンサルティング協

会会長・米田淳氏と(特非)岐阜空き家・相続共生ネット・名和泰典が対談形式で意見交換を行った。 

②岐阜県・秋田県全市町村への事前アンケート（空き家対策課題：空き家相談を中心）に当 NPO専

門家が分野別にアドバイスをする形式で行った。 

〇参加専門家：弁護士、司法書士、行政書士、建築士、宅建士（岐阜県空家等総合相談員含む） 

                  

                            写真４ 対談風景 

  

    写真３ 市町村向け研修会 

 

 

３．対談発言趣旨 

空家法が施行され 5年が経過、空き家という放置建築を巡る住民同士の近隣トラブルに地域の外

部不経済対策(空家等対策)として行政が関与することになった。関与には的確な調査や裏づけ、適

正なルールも必要。法に基づき今できる範囲（予算内）で、知恵をしぼって対策をしていくことが

大切であることや、相談者等が「行政に何を求めているのか？」がポイントである。信頼度の厚い

行政と空き家問題に真摯に取組む NPOや民間とが協力し、相談体制を整備していくことが重要であ

る。また、苦情や通報対応では基本的に行政が口出し(関与)すべきでないことには踏み込む必要は

あまりない。行政内で関与の線引きを決めておくことや地域や自治会などをサポートする仕組みを

考えてはどうか。「空き家相談取次ぎネットワーク（行政から専門家）」などの提案があった。無関



心や無責任な所有者への対応ではお願いベースで意識を変えてもらうことは難しい。その対策とし

て相談しやすい、なんでも聞ける総合相談や遠隔地からのオンライン相談体制など「相談チャンネ

ルを増やす」ことも考えてみてはどうか。「やる気」「資金」「手間暇」ひとつでも欠けると、「やら

ない」言い訳が出て来る。「言い訳をさせない」選択肢を見つけてやり提示することも大切である。

「お願い」+「出口対策」で対応することが求められる。行政窓口が苦慮している複雑な個別案件

対応では「事例集」から何を学ぶかが大切である。空き家相談は人（権利・意識等）物（不動産）

金（財産・資金・補助等）の相談であり、対応は一律ではない。事例からの応用（問題の仕分け・

ほぐし）や時間軸(出口戦略)が存在することを知っておくことが必要である。総合相談体制の構築

（「何を」「誰に」）は必要不可欠である。それには行政内部での上席理解者、他部署の専門協力者

を確保し、内部連携が素早く出来る体制を自らが出向いて構築する努力が必要。また、行政職員に

は、外部組織と連携した「セミナーや相談会」を開催しただけで、問題解決に繋げようとする意識

が欠けるケースがある。問題解決、出口戦略を意識し外部組織と役割分担しながら相談の効果を高

め、効率よく対応をしていく必要があるなどの意見があった。 

 

４．NPO専門家によるアドバイス 

協力市町村へのアンケート回収率(回答あり)は岐阜県 79％、秋田県 32％。回答があった市町村

について Zoomによる研修が受講可能との回答が岐阜県 94％、秋田県 88％であった。アンケートに

ついては、ⅰ空き家相談業務について専門家に聞いてみたいこと、ⅱ過去事例や対応中事例での困

り事、ⅲその他、空き家対策の関与や専門家連携について聞いてみたいことの 3項目について自由

回答とした。回答市町村から 42件の質問が寄せられ、研修会にて各専門家がアドバイスを行った。

残りは Q＆A 集を作成して改訂版「行政版空き家相談士ちゃんぺら(※岐阜弁で教科書ガイドのこ

と)」に掲載をした。質問内容や、専門家のアドバイスを下記に一部掲載をした。空き家隣地から

の通報による相隣関係の対処方法(弁護士)や一般流通では処理できない不動産の扱い（宅地建物取

引士）について質問があった。また、行政が空き家対策においてどこまで関与すべきか、また、専

門家の関与について（空き家相談士）など一部を表記した。 

 

                図３ 市町村アンケート結果 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参加：市町村 31 団体  

参加者：40 名 

質問数：42 

質問数：42


             表１ 質問内容とアドバイス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問内容は一専門家の領域を超えた総合的な内容も多く見られ、対応専門家別に整理をした。複数

の専門家に意見を求めた事例や総合的な質問を複合（12問：26％）とした。以下弁護士（9問：21％）、

司法書士（10問：24％）、行政書士（4問：10％）、土地家屋調査士(1問)、宅地建物取引士(5問：12％)、

建築士(1 問)にアドバイスをいただき整理した。グラフでは質問いただいた内容の Keyword(仕分け)

を拾い出し傾向が分かるよう表記した。 

 

                図４ アンケート質問内容 

 



３）３者通話(複数通話)の事例検証とブラッシュアップ 

昨年度からの継続事業として対象窓口（市町村）を広げて３者通話に対応した。行政検討部会で

は昨年作成し使用したファーストコンタクト問診票を、行政担当者が効率よく扱いやすい形に改訂

し、問診票に３者通話で得た情報やアドバイスを総合相談員が書き足す(追加)形でペーパー枚数を

減らした。昨年は専門家へのフォローシートを別紙で作成し引継ぎしていたがこれを廃止し、ファ

ーストコンタクト問診票にフォローシートの内容を含ませて、簡略化し専門家につなぐことにした。 

〇昨年の流れ（2種類のシートを使って問診、相談、専門家へつなぐ） 

ファーストコンタクト問診票（行政作成）➠フォローシート（相談員作成）➠ 専門家 

〇今年度改訂（シートを簡略化し、追記形式に変更） 

改訂版ファーストコンタクト問診票（行政が作成、相談員が追記）➠ 専門家 

行政担当者が問診票として相談者から内容を聞き取ることを重点にした。空き家の状態について

相談員が相談会で聞き取る流れを作った。行政関与についてもチェックリスト式に項目をつくり関

与を判断する材料となるよう見える化し、相談内容と課題もリンクさせ明記した。改訂版ファース

トコンタクト問診票は所有者向けの総合相談内容確認書としても活用できるようにした。 

 

表２ ファーストコンタクト問診票（改訂版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



連携各市町村にむけて「どこでも同時通話！！（３者（複数）通話で空き家相談）」チラシを作

成し配布した。３者（複数）通話（同時に 7人まで参加が可能）のイメージを見える化し相談のな

がれ、注意事項、聞き取り内容など記載した。 

表３ ３者通話配布チラシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数での通話が可能だが、通話が混乱しないようにあらかじめ相談者が複数の場合は主に話す方

を決めてもらいお話を伺うことなどの「３者通話マニュアル」を作成して相談会に当たった。 

相談風景写真のとおり、画面に相談者の氏名と空き家情報を表示して混乱のないように臨んだ。 

相談者の内訳は県外 8 名、県内 7 名、居住地からの距離では 100 ㎞を超える方が 10 名、それ以下

が 5名となった。 

       表４ 3 者通話マニュアル         表５ 相談員・行政・相談者位置関係 

 



（３）成果 

 １）遠方の空き家所有者(相談者)向け事業 

YouTubeにて動画配信を行うことで、遠方の空き家所有者に対して、空き家を放置することの問

題意識啓発や、空き家の利活用、処分等を行うためのアドバイスを行うことができた。多様なコン

テンツに分けて細かく配信することができた。様々な分野の専門家のコンテンツが一度に何度も見

られるということはいままでの啓発セミナーにはないメリットである。また、短時間のセミナーの

ため、ちょっと暇な時間があれば見ることができ、一度見た動画を忘れた頃に見返すことが出来る、

聞き逃してしまったところを巻き戻せる、ゆっくり見たいグラフ等を一時停止して見るなど、相対

でのセミナーでは出来ないことが自由にできる点もオンライン特有のメリットであると言える。 

 

２）市町村空き家担当者向け事業 

昨年度事業の課題から空き家相談や苦情・通報、遠隔地に居住している所有者へ問題解決、出口

戦略を意識し外部組織と役割分担しながら相談効果、相談効率を高める必要がある中、行政検討部

会では行政がどこまで関与すべきかが議論となった。研修会対談(有識者意見)の中でも苦情や通報

対応では行政が専門家分野には踏み込む必要はないのではとの意見があった。関与すべきでないラ

インはどこにあるのかが行政検討部会で専門家と話し合いが持たれた。市町村の規模により空き家

数や置かれている状況、それに係る人員（予算）など様々な条件下で一律の基準づくりが出来るの

かといった意見もあった。行政の窓口対応では関与の基準やマニュアルがあればいいとの意見もあ

り、空家法の目的である「保護」「保全」「促進」に観点から事例に基づき判断するよう求めた。そ

れに従って専門部会では苦情通報から行政窓口どのように関与していくのかを「関与しない」「12

条関与」「14条関与」に分類して関与の根拠、方法、関与する者、判断について議論した。フロー

図・関与目的・事例・方法・判断について下記に記した。 

 

               表６ 行政関与フロー・判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



苦情・通報対応は行政の仕事と民間では考えているがその先には「空き家」が存在をしている。 

「空き家」解消に向け民間に任せ「関与しない」のか「関与をする」見守り型関与「12条関与」積

極型関与「14 条関与」に分類をして外部専門家とどのように連携（「何」に対して）を持つのかに

ついて議論を深めた。日本の専門家（士業）制度は縦割りでできており各専門家（士業）が出来る

業務内容が決まっている。行政側では「誰に」「何を」お願いすることが整理できず、所有者に向

けて方向性の情報提供を確実にすることが必ずしもできていないのが現状であることもわかった。 

前段にも記載したが、通常の研修会においては、専門家が 1名か 2名しか参加していないことが

多く、その場で質問をされても専門外の内容については答えられないことが多い。今回のオンライ

ン研修会では弁護士以下複数の専門家（各事務所から参加）が一堂に会し行政側の質問に対して「誰

が」「何を」を「総合相談」での仕分けについて学ぶことが出来たという点について各市町村担当

者から好評をいただいている。 

研修会における市町村からの質問では複数の専門家や総合的な見地が必要な複合案件が約 30％

を占めた。行政検討会議では各専門家について、何が出来る（「誰が」「何を」）のかを明確に示し

て欲しいなどの要望もあり専門家別の業務（空き家問題関連）を整理した。詳細は「行政版空き家

相談士ちゃんぺら」改訂版に収録をした。 

 

           表７ 行政版「空き家相談士ちゃんぺら」改訂版 

 



 ちゃんぺらについては、各市町村担当者から研修会の際にもらった質問に対する Q&A集や事例集

を追加した。また、要望のあった各専門家の空き家に関する業務内容の一覧や、基本的な空き家に

関する相談方法について掲載し、より行政担当者が求めている現場でも使いやすい冊子を作成した。 

  

３）３者通話(複数通話)の事例検証とブラッシュアップ 

 民間主体では困難であった行政の窓口を広げ遠隔地に向けての周知を図り、所有者とのコンタク

トを取れることが出来た。行政担当者にとっては総合相談のスキルを積みレベルアップや意識の向

上につながった。ファーストコンタクト問診票を一部改良し、担当者の負担軽減や三者相談に参加

することで専門家の相談対応方法や空き家処分の方向性が見えることにより、行政としての関与の

仕方や専門家との連携ポイントについて周知が出来た。また、コロナ禍で兄弟姉妹との疎通もでき

ない、空き家の管理も出来ない状態で困っているなどの相談もあり、遠隔地の相談者（岐阜市 NPO

事務所からの距離が 100Km を超える）が約 7割を占めており一定の成果があることが分かった。 

 

３．評価と課題 

（１）遠方の空き家所有者(相談者)向け事業 

  オンライン空き家塾については、通常のセミナーの参加数よりも多くの方に動画を視聴してもら

えたため、その点では効果があった。 

しかしながら、動画配信を行っていることについての情報発信方法に難があり、市町村における

バナーからの来訪者数も思ったより伸びず、全体の再生数は期待したほどではなかった。また、動

画の再生数について、動画によってかなりの差があった。今後は視聴者から興味のあるコンテンツ

内容の分析や、市町村担当者向け動画、リクエストなどにも答えていけるような検討をする。 

今回はさまざまな表現、バリエーションの動画を用意したが、動画の表現方法についての研究が

あまりできなかったため、今後は再生数が伸びている YouTuber などからより人を引き付けやすい

サムネイルの作り方、演出の方法などを研究の上、よりよいコンテンツを作成していく。 

 

（２）市町村空き家担当者向け事業 

昨年度の課題を含め複合相談対応、苦情・通報対応、遠隔地居住・無関心・無責任所有者対応、

行政の関与の線引き、専門家との効率的な連携など、多くの質問を行政からいただき、空き家対策

に孤軍奮闘している行政担当者へオンライン研修会が出来た。専門家の業務「何を」を学んでいた

だいたことや「誰に」を、仕分けるための総合相談の在り方、苦情・通報から始まる「関与」の仕

方や「判断」の方法又「誰と」関与する「誰に」お願いするなど、専門家との役割分担について示

すことが出来た。県内遠方の市町村担当者も参加しやすくなり、昨年より参加市町村が増加した。 

また、遠隔他県からの参加者があるなどオンライン研修会の展開がより一層広がりをみせた。質

問については一部事業取組詳細で表示したが、Q＆A集を作成し「行政版空き家相談士ちゃんぺら」

改訂版に追記した。一方で遠隔地居住・無関心・無責任所有者対応の成果が上がったわけではない。 

研修会では相談者等が「行政に何を求めているのか？」無関心や無責任な所有者への対応ではお

願いベースで意識を変えてもらうことは難しいなどの有識者から対談発言のとおり、所有者が求め

ているものを発信（与える）していく対策が必要であるということも課題の一つである。その反面、

近隣住民を利用すること。見方を変えると隣や地域を巻き込むこと。地域は行政に「やれ」と強く

ものを言うことが多いが、民間事業者にはこの力関係をうまく利用する仕掛けが必要である。行政

が我々に個人情報を提供できないが、利害関係者等であれば、民間でも所有者調査をすることが可

能であるように、そこからアプローチすることも出来る。行政が所有者等に対し繰り返しお願いす



る事、出向くこと、次のステップ(出口対策)を考えることに加えて、民間を利用することも連携の

一つの方法（課題）になる。行政参加者からは継続的な専門家を交えた広域での ZOOM 研修会実施

や定期の意見交換や個別案件検討の場が欲しいなどの意見があった。 

 

（３）３者通話(複数通話)の事例検証とブラッシュアップの評価と課題 

昨年度事業では複数の相談者が離れていても相談が出来ることや、相談員の移動経費・時間短縮

が見込まれ行政にも費用対効果があった一方で、民間を主体（相談受付）とした単独開催や複数通

話での会話混乱、三者通話の遠隔地への周知や他市町村への広がりなどの課題があがった。今年度

事業では行政の費用対効果に加え、担当者レベルの向上を図るため、ファーストコンタクト問診票

を改訂し、相談者からの想いや取り組み姿勢などメンタル面での聞き取りに重点を置くシートに改

良し、そのまま同じシートを相談員が加筆し、専門家へのフォローシートの代用とし簡略化、相談

スピードの向上を図った。また、通話マニュアルを作成し会話の混線を防ぐ対策をとった。コロナ

禍で相対での相談会が自粛要請により開催が懸念される中、行政公式ウェブサイトバナー広告を利

用して、３者電話相談の情報を配信することで周知を図った。当初計画していた相談件数に届かず

ウェブサイトからの集客も予想より少なかったが、連携市町村の中には過去の相談履歴を掘り起こ

し３者電話相談に持ちこんだ事例や、借地上の建物所有者が不在などの困難事例ケースにも対応し

たものもあった。また、相談者の大多数が 100Km を超える遠隔地居住所有者であったことが、希望

の持てる成果であった。一部の効果の期待できる市町村バナーは継続しコンテンツの数の拡大など

見据えながら集客の見込みを増やしたい。 

 

４．今後の展開 

今年度構築した「オンライン空き家塾」では、今後、地域・福祉関係者や金融関連とも繋がりを

模索して、多種多様な専門家からの発信を増やし、所有者に繋げる選択肢を広げるように展開を図

る。オンライン空き家塾に登場する専門家からは協力金を徴収し構築サイト運営に充てるなどの対

策をし、周知の見直しや継続維持を図る。今年度実施した３者通話（複数通話）は引き続き小規模

市町村への拡大に加えネット環境の急速な普及により、遠隔地からでも面談、資料を提示したりし

ながら相談が行える環境が整ってきたことなどを考慮した一般向け Zoom相談会の実施を検討する。

所有者側には総合相談に参加するインセンティブとして総合相談（報告書作成）とセットにした総

合相談基礎調査（登記簿・現地調査・関連費用の算出）の無料化提案などの対策を行政と連携して

進めていく。単独では処理が困難な案件(狭小地・未接道地・所有者不明地等)は隣地を含めた地域

包括対策を検討し、状況変化を定期に確認し、通知する情報提供システム「空き家長期包括管理ケ

ア」制度を NPO内で立ち上げ運用を図りたい。行政に対する初任者（新規異動担当者）向け研修会

（Zoom研修会）を定期化し、岐阜県から他県へも広げていきたい。 
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